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平成 22 年 3 月 30 日 

お取引先様 各位 

 
 
 

株式会社 諏訪商会 
代表取締役  諏 訪 信 幸 

 

 

 

ＪＡＳ表示法に関わるりんご取扱いに関する調査報告について 

 

拝啓 貴社ますます御隆昌にてお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありが

たく厚く御礼申し上げます。 

 

昨今、産地偽装や消費期限切れ原材料の使用など食品に関する信頼を揺るがす事態が相次ぎ、

「食の安全」に対する消費者の関心が高まっております。りんごにおいては、弘果・弘前中央

青果で青森県産りんごの他に、秋田県産りんごが年間 47,000 ケース取り扱われております。こ

の秋田県産りんごについて、東北農政局が県産表示の適正な表示がなされているかなど農林物

資の規格化及び品質表示の適正化に関わる調査が行われました。 

 

当社では、平成２１年１月２８日に農林水産省東北農政局青森農政事務所地域第１課表示・規

格指導官の虻川氏他１名によって、ＪＡＳ法に基づく農産物の名称、原産地表示の他に、当社

の選果設定による糖度表示など、表示に関わる全般の調査を受け、適正な表示がされている事

を確認いただきました。他にも、当社では一部、秋田県産りんごの取扱いがあり、その取扱い

に関する調査も受け、名称や産地表示について適正な表示取扱いが行われていることもあわせ

て確認いただいております。なお、名所や産地表示ならびに秋田県産りんごに関する当社の取

扱い明細は以下「農林物資の規格化及び品質表示の適正化調査内容詳細」として記載します。 

 
 
 
 



- 2 - 

＜農林物資の規格化及び品質表示の適正化調査内容詳細＞ 

 

調査日：平成２１年１月２８日（水） 
農林水産省東北農政局青森農政事務所地域第１課表示・規格指導官の虻川氏他１名から

下記内容についての調査を受け、当社説明の上、農政局より適正であった旨の確認をい

ただいたことを報告いたします。調査された内容は以下のとおりです。 
 

【調査内容】 
 
◆ 名称について 

「青森県産りんご」と適正に表示。 
 
◆ 品種名について 

サンふじ・ジョナゴールド・王林など品種表示についても適正に表示。 
 
◆ 糖度表示について 

毎年、品種ごとに数回のサンプリング調査をもとに、センサーにて生じる標準誤差±0.26
以内に設定した上で選果しております。この糖度表示は、りんご表面の糖度の高い部分

の値ではなく、りんご全体の平均糖度として表示しております。 
上記選果方法・内容に基づいた糖度表示については適正に表示。 

 
◆ りんご個体に貼られたＱＲコードシールから得られる情報について 

りんご個体に貼られたシールにあるＱＲコードから得られる情報は、大きく 2 種類に分

けられます。なお、情報は消費者が携帯電話でりんごに貼られたＱＲコードのシールを

読み取り、インターネット上にアクセスすることで情報を得る事が出来ます。 
 

◆ 生産者が特定できるもの 
販売元・生産者名・生産地（市町村名）・名称・品種・生産者のコメント・収穫日 
栽培履歴・その他各種情報インク 

◆ 選果基準明細 
販売元・生産地（青森県）・名称・品種・糖度保証内容・果肉内部検査・蜜入りの状態 
その他各種情報リンク 
 

【りんごに貼付しているシールの素材について】 
食用シールではありあませんが、りんごに貼付しているシールを消費者が万が一食べ

た場合の安全性については、製造元の大阪シーリング(株)よりシールならびにインキの

危険性、有害性、環境影響に対して危険有害性の分類基準に該当しない旨のラベル製

品データ安全シートに基づき使用しております。 
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◆ 産地表示について 
青森県産他、秋田県産の取扱いについても適正に表示。 
当社出荷伝票の等階級欄に秋田県産りんごに関しては「秋田県産」と記入して発送。 
秋田県産りんごの取扱いに関しては下記に仕入明細と出荷明細を記載。 
 

＜秋田県産の取扱いについての明細＞ 
秋田県産りんごは全て木箱（元箱）のまま出荷しております。荷造り等は行っておりません。 
【仕入】弘果・弘前中央青果(株)より【北山青果(株)仲介】 

日付 数量（りんご木箱） 出荷区分 
H20/9/9 ４１５ Ａ 
H20/9/10 ７６ Ｂ 
H20/9/11 ８１ Ｃ 
H20/9/13 １２１ Ｄ 
H20/9/18 ５８ Ｅ 
H21/3/6 ２８ Ｆ 

仕入合計 ７７９  
 
【出荷】出荷は全てりんご木箱にて出荷 

日付 伝票№及び発送先 
出荷 
数量 

運送会社・車番 
出荷 
区分 

H20/9/13 №2036 (株)浜中 ６３ 日興運輸(株) 5-33 Ａ 
H20/9/13 №2034 和歌山青果(株) ４９ 日興運輸(株) 20-11 Ａ 
H20/9/13 №2040 大阪青果(株)北部支社 ７６ 日興運輸(株) 5-33 Ｂ 
H20/9/17 №2052 (株)浜中 １０１ 日興運輸(株) 20-16 Ａ 
H20/9/17 №2062 沼津中央青果(株) ４８ 日興運輸(株) 20-16 Ｃ 
H20/9/18 №2065 足利青果(株) ３３ ㈲弘前総合物流 7-91 Ｃ 
H20/9/20 №2093 (株)奈良大果 ５０ 日興運輸(株) 18-53 Ａ 
H20/9/20 №2090 沼津中央青果(株) ３４ 日興運輸(株) 5-18 Ａ 
H20/9/20 №2088 (株)浜中 ４５ 日興運輸(株) 5-17 Ａ 
H20/9/20 №2088 (株)浜中 １２１ 日興運輸(株) 5-17 Ｄ 
H20/9/20 №2093 奈良大果(株) ５８ 日興運輸(株) 18-53 Ｅ 
H20/9/22 №2103 岸和田中央青果(株) １８ 日興運輸(株) 20-16 Ａ 
H20/9/27 №2131 沼津中央青果(株) １９ 日興運輸(株) 18-12 Ａ 
H20/9/27 №2132 (株)浜中 ３６ 日興運輸(株) 18-16 Ａ 
H21/3/7 №3115 大阪青果(株)北部支社 ２８ 藤田物流 80-04 Ｆ 

出荷合計  ７７９   
※ 出荷伝票写しの運搬車用の伝票あり（荷受会社受領印有り） 
※ 上記表の出荷区分は仕入したりんごが、どこへ出荷されたかの内訳です。 
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青森県内で生産された農林水産物に利用できるシンボルマーク・イメージキャラクターである

「決め手君」や「青森の正直」などの使用に関しても、青森県農林水産部総合販売戦略課へ届

出の上、許可をいただいて使用しております。 

 

昨年の調査後、平成２２年３月１２日にも農林水産省東北農政局青森農政事務所地域第 1 課

表示・規格課長補佐の中嶋氏他１名から秋田県産りんごの取扱いに関わる聴取があった際に、

青森県内のりんご取扱いに関して、産地偽装、不適切な表示を行っていると思われる業者・法

人の元従業員の証言などをもとに、私が知り得る全ての情報を東北農政局に提供いたしました。 

 

私としては、東北農政局が行っている秋田県産りんごの表示の適正化に関わる調査が県内の

業者全てに行われ、昨年のりんごジュースの産地偽装のようなことの無いよう、りんごを取り

扱う業者全てが適正な表示の上、りんごを取扱いされることを切に願います。 

 

以上ご報告申し上げます。 

なお、ご不明な点がございましたら問い合せ下さいますようお願い申し上げます。 


